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中
国
の
第
三
回
普
遍
的
定
期
審
査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
の
検
討
に
入

る
前
に
、
当
時
、
国
連
人
権
理
事
会
で
生
じ
て
い
た
大
き
な
変

化
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
二
〇
一
七
年
六
月
二
二
日
、
国
連
人

権
理
事
会
で
中
国
が
主
導
し
た
最
初
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
同

決
議
は
、「
す
べ
て
の
人
権
の
享
受
の
た
め
の
発
展
の
貢
献
」
と

題
す
る
決
議
で
あ
る
が
、
そ
の
前
文
で
は
、
習
近
平
氏
が
好
ん

で
用
い
る
「
人
類
運
命
共
同
体
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
決
議
は
、
賛
成
三
〇
、
反
対
一
三
、
棄
権
三
で
採

択
さ
れ
た
。
日
本
を
含
む
、
米
国
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、

ス
イ
ス
、
英
国
、
ラ
ト
ビ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ベ

ル
ギ
ー
お
よ
び
ク
ロ
ア
チ
ア
が
反
対
し
た
。

な
お
同
決
議
は
、
国
連
人
権
理
事
会
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
に
あ

た
る
諮
問
委
員
会
に
、「
す
べ
て
の
人
権
の
享
受
の
た
め
の
発
展

の
貢
献
」
方
法
の
研
究
を
要
請
し
た
（
第
六
項
）。
同
委
員
会
の

起
草
部
会
の
議
長
は
中
国
の
岳
怀
让
委
員
、
報
告
者
は
ロ
シ
ア

の
レ
ベ
デ
フ
委
員
と
い
う
か
な
り
偏
っ
た
構
成
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
中
国
は
、
国
連
人
権
理
事
会
の
場
で
、「
分
裂
を
生

む
の
で
は
な
く
、
協
力
を
強
化
し
た
い
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク

を
使
い
な
が
ら
、二
〇
一
八
年
三
月
二
三
日
、人
権
の
分
野
に
「
相

互
に
有
益
な
協
力
（m

utually beneficial cooperation: 
M
BC

）」
の
概
念
を
導
入
す
る
決
議
案
を
提
案
し
た
。
な
お
、
中

国
と
と
も
に
共
同
提
案
国
と
な
っ
た
一
九
カ
国
の
内
訳
は
、
人

権
理
事
国
で
は
ア
ン
ゴ
ラ
、
ブ
ル
ン
ジ
、
中
国
、
キ
ュ
ー
バ
、
エ

ジ
プ
ト
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
盟
（
Ｕ
Ａ
Ｅ
）、
ベ

ネ
ズ
エ
ラ
の
八
カ
国
で
、
国
連
加
盟
国
の
一
一
カ
国
（
ベ
ラ
ル
ー

シ
、
ボ
リ
ビ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
エ
リ
ト
リ
ア
、
モ
ル
ジ
ブ
、
モ

ロ
ッ
コ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ス
ー
ダ
ン
、
シ
リ
ア
、
タ
イ
、
ジ
ン

バ
ブ
エ
）
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
人
権
尊
重
国

と
は
言
い
が
た
い
国
々
で
あ
る
。

こ
の
中
国
主
導
の
決
議
案
は
、賛
成
二
八
（
中
国
や
キ
ュ
ー
バ
、

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
な
ど
の
途
上
国
）、反
対
一
（
米
国
）、棄
権
一
七
（
Ｅ

Ｕ
諸
国
ら
）
で
採
択
さ
れ
た
。
中
国
の
巧
妙
さ
は
、
決
議
案
に

一
見
反
対
の
余
地
の
な
い
人
権
分
野
に
お
け
る
技
術
支
援
と
能

力
構
築
の
役
割
の
重
要
性
の
外
観
を
ま
と
わ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

新
・
世
界
の
人
権
は
い
ま

―
普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら
―
（
そ
の
八
）

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
・
所
長
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そ
の
た
め
、
同
決
議
案
に
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
（
ベ
ル
ギ
ー
、
ク
ロ
ア

チ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、

ス
ペ
イ
ン
、
ス
イ
ス
、
英
国
）
や
豪
州
、
日
本
お
よ
び
韓
国
も

反
対
せ
ず
、
棄
権
に
回
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
決
議
に
含
ま
れ
て
い
る
、
人
権
分
野
に
お
け
る
「
相
互

に
有
益
な
協
力
」と
は
、人
権
に
対
す
る
内
政
不
干
渉
お
よ
び「
批

判
の
な
い
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ

が
中
国
や
他
の
共
同
提
案
国
が
望
む
も
の
で
あ
る
。
同
決
議
は
、

諮
問
委
員
会
に
人
権
の
促
進
お
よ
び
保
護
に
お
け
る
相
互
に
有

益
な
協
力
を
強
化
す
る
技
術
支
援
お
よ
び
能
力
構
築
の
役
割
の

研
究
を
行
う
よ
う
に
要
請
す
る
と
と
も
に
、
国
連
人
権
理
事
会

の
第
四
三
会
期
前
に
報
告
書
を
提
出
す
る
よ
う
要
請
し
た
（
五

項
）。
ま
た
、
同
決
議
は
、
Ｕ
Ｐ
Ｒ
に
つ
い
て
、
人
権
状
況
を
改

善
す
る
目
的
を
も
ち
、
人
権
義
務
の
達
成
と
国
が
約
束
し
た
誓

約
を
促
進
す
る
目
的
を
も
つ
、
協
力
と
建
設
的
対
話
に
基
づ
く

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
た
（
三
項
）。

国
連
の
人
権
監
視
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
人
権
侵
害
国
の
監
視

を
弱
め
よ
う
と
す
る
中
国
の
こ
う
し
た
狙
い
を
最
初
か
ら
見
抜

い
て
い
た
の
は
、
米
国
の
み
で
あ
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
米

国
は
、
中
国
主
導
の
決
議
が
採
択
さ
れ
る
現
実
を
前
に
、

二
〇
一
八
年
六
月
、
つ
い
に
国
連
人
権
理
事
会
か
ら
の
脱
退
を

決
意
し
た
。
ヘ
イ
リ
ー
国
連
大
使
（
当
時
）
は
、「
偽
善
的
で
自

己
満
足
の
た
め
の
組
織
」「『
人
権
侵
害
国
』
の
擁
護
者
で
、
政

治
的
偏
見
の
汚
水
槽
」
な
ど
の
激
し
い
表
現
で
国
連
人
権
理
事

会
を
批
判
し
た
。
こ
の
米
国
の
脱
退
を
中
国
は
好
機
と
と
ら
え
、

中
国
は
国
連
人
権
理
事
会
で
そ
の
影
響
力
を
拡
大
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
。

国
連
人
権
理
事
会
で
中
国
主
導
の
決
議
案
が
途
上
国
の
賛
成

を
得
て
採
択
さ
れ
た
背
景
に
あ
る
の
は
、
中
国
の
「
一
帯
一
路
」

政
策
に
よ
る
途
上
国
へ
の
影
響
力
の
拡
大
が
あ
る
。
中
国
は
、

二
〇
二
〇
年
の
段
階
で
、
助
言
や
支
援
を
提
供
し
た
途
上
国
の

数
が
一
一
三
カ
国
に
上
り
、
世
界
で
八
番
目
に
影
響
力
の
あ
る

開
発
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
中
国

は
、
こ
れ
に
よ
り
自
国
に
有
利
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
設
定
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

バ
イ
デ
ン
政
権
下
の
米
国
は
、
二
〇
二
〇
年
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

と
し
て
復
帰
し
、
同
年
に
三
年
の
任
期
で
理
事
国
に
選
ば
れ
た

が
、
ブ
リ
ン
ケ
ン
米
国
務
長
官
が
述
べ
る
よ
う
に
、「（
米
国
の

脱
退
は
）
有
意
義
な
変
化
を
促
進
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
米

国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
空
白
を
生
ん
だ
。
権
威
主
義
的
な
国

家
﹇
坂
元
注
：
中
国
﹈
が
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
」
状
況
を
生

ん
だ
の
で
あ
る
。
次
に
、
中
国
の
第
三
回
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
ど
の
よ
う

な
勧
告
が
な
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。




